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第３次菊川市総合計画の構成について 

１．計画期間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の体系イメージ 

■体系構造 

・第 3次菊川市総合計画では、菊川市総合計画条例によりが目指すべき将来像やその将来像を実現する

ためのまちづくりの指針や基本目標を示した「基本構想」と基本構想で目指すまちづくりを進める上

での重点的に取り組む事業や分野ごとの具体的な事業を示した「実行計画」の 2層構造とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

 

9 年間/重点事業：5年間（前期）、4年間（後期）/基本事業：3年間（毎年見直し） 

第 2次菊川市総合計画 

 

8 年間/重点事業：4年間（前期）、4年間（後期）/基本事業：3年間（毎年見直し） 

第 3次菊川市総合計画 
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■体系構成 

・まちづくりの基本理念のもと目指すべき将来像、その実現を支える基本目標と取組（政策・施策）で

構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本目標等の名称については検討段階です 

 

 

３．総合計画と総合戦略（人口ビジョン）との関係性 
・総合計画と総合戦略は役割の違いから、それぞれで策定することが望ましいとされていますが、両計

画に同様な施策が位置づけられている場合が多く、進捗管理も別々で行う必要があり、市民に対して

も説明が難しくなっています。 

・そこで、総合計画と総合戦略を一本化することで一貫的な取り組みをすることが可能となり、1つに

まとまることで施策や事業の進捗管理がしやすく、両計画の違いや連携がわかりやすくなり市民への

説明も容易になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メリット＞ 

・一貫的な取り組みが可能 

・施策や事業の進捗管理が

しやすい 

・市民への説明がしやすい 
総合計画 

総合戦略 

人口ビジョン 

総合計画 

＆ 

人口ビジョン 

＆ 

総合戦略 

第 2次菊川市総合計画 第 3次菊川市総合計画 

重点戦略 



3 

４．総合戦略について 
・国は令和５年 12月に第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、令和５年度を

初年度とする５か年の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定しました。 

・それにより、デジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適

に暮らせる社会」を目指していくこととなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、 

政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした 

自律的で持続的な社会を創生することを目指す 

【基本目標】 

・稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

・地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

・結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

【横断的な目標】 

・多様な人材の活躍を推進する 

・新しい時代の流れを力にする 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和４年 12 月改定 

 

デジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、 

「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す 

【施策の方向性】 

■デジタルの力を活用した地方の社会課題解決 

・地方に仕事をつくる 

・人の流れをつくる 

・結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・魅力的な地域をつくる 

 

 

■デジタル実装の基礎条件整備 

①デジタル基盤の整備 

②デジタル人材の育成・確保 

③誰一人取り残されないための取組 

デジタル田園都市国家構想総合戦略 

地方のデジタル実装を下支え 
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５．総合戦略の改訂に向けた検討 
・地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和 5年 12 月版）において、総合計画との一体

化や改訂に関する事項（地域ビジョンの再構築・目標と基本的な方向性）が示されており、これらに

留意して検討していく必要があります。 

■総合計画との一体化 

・総合計画や DX の推進に関する計画等を見直す際に、見直し後のこれらの計画等が、デジタルの力を

活用した地方創生という目的が明確であり、目標や重要業績評価指標（KPI）が設定されるなど、地

方版総合戦略としての内容も備えているような場合には、これらの計画等と地方版総合戦略を一つの

ものとして策定することは可能です。  

※ただし、国や県の総合戦略を勘案して定める必要がある 

 

■地域ビジョンの再構築 

・地域が抱える社会課題の解決を図るため、自らの地域ビジョン（地域が目指すべき理想像）を再構築

した上で、総合戦略を改訂するように努め、具体的な地域活性化の取組を果敢に推進することが重要

となっています。 

・取組の推進にあたり、国の総合戦略で例示されているモデル地域ビジョンや重要施策分野も参考にし

つつ、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョン（地域が目指すべき理想像）を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標と基本的な方向性 

・人口の現状及び将来の見通しを踏まえた上で、それぞれの地域の実情に応じながら、一定のまとまり

の政策分野ごとに、地方版総合戦略の目標を設定することが適切です。 

・各地域の社会課題解決や魅力向上を図るためには、デジタルの力を活用しつつ、 

①地方に仕事をつくる 

②人の流れをつくる 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④魅力的な地域をつくる 

という４つの取組を特に進めていくことが求められます。 

○モデル地域ビジョンの例 

・スマートシティ・スーパーシティ 
・SDGs 未来都市 
・脱炭素先行地域 

○重要施策分野の例 

・地域交通のリ・デザイン 
・地方創生スタートアップ  
・地方創生テレワーク  
・地方公共団体間の連携によるこども政策 
・教育 DX 
・多様な暮らし方を支える人間中心のコンパクトなまちづくり 
・デジタル技術を活用した地域防災力の向上 

・ドローン利活用 
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６．総合計画の一体化 
・総合戦略（人口ビジョン）と総合計画を一体化させるにあたり、「第 2編基本構想」に人口ビジョン

に関する内容を追加し、「第 3編基本目標別取り組み」に記載されている施策に対して、総合戦略に

関するものについては見分けやすいようアイコンを設定します。 

・新たに「第 4編」を追加し、総合戦略に関係する施策を再掲します。（ 「第 3編基本目標別取り組み」

でアイコンをつけている施策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．総合戦略の改訂の進め方 

 

 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

・事業期間は重点事業
の見直し時期に合わ
せ令和８年度から令
和 11年度 

次期総合 

戦略スタート 
次期総合戦略策定 

・総合計画と一体化し 
 た計画の策定 

現総合戦略をベース

とした一部改訂 

・現総合戦略の延伸 
・デジタル分野の関連 
 事業の追加 

現総合戦略の 

進捗管理 

＜第３次菊川市総合計画＞ 

 

第１編 序論 

 

第２編 基本構想 

   ⇒人口ビジョンに関する内容の追加 

 

 

第３編 基本目標別取り組み 

   ⇒総合戦略該当事業にはアイコンを 

設定 

 

 

第４編 総合戦略に関する施策（再掲） 

     

 

 

資料編 

 

イメージ 

 

イメージ 

 

イメージ 


